
 

★日時＝10月 27 日（土） 

午後 5時 30 分～ 

★会場＝東京土建世田谷支部会館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月の「区のお知らせ」で明らかになった「施設利用料・保育料の値上げ」

「学童クラブ利用料の新設」「高齢者紙おむつ助成の削減」など。区民に負

担を強いるこれらの施策を、区は「適正な利用者負担の導入」と説明してい

ます。「適正な利用者負担」という考え方に、はたして「適正」な根拠はあ

るのでしょうか。 

 平成 23 年度決算によれば、一般会計の 5％の「使い残し」があることに

なっています。そんな状況の中で、前熊本区政の「行政経営改革計画」に沿

った「利用者負担等の見直し」を私たちはそのまま見過ごすわけにはいきま

せん。今回の懇談会では、区民の目線で「利用者負担等の見直し」を考えて

みませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：新しいせたがやをめざす会 http://shinsetagaya.web.fc2.com/ 

暫定連絡先＝〒154-0021 世田谷区豪徳寺 1-41-6 世田谷市民運動いち気付 

                     ℡&Fax03-3706-7204 

 

 



世田谷区では下記の各項目について区民の意見を募集しています 

〇区民利用施設使用料の見直し 〇認可保育園保育料の見直し 〇区立幼稚園保育

料の見直し 〇新 BOP 学童クラブ利用料の導入 〇高齢者紙おむつ支給・おむつ代

助成事業の見直し 

区のホームページの「パブリックコメント・区民意見募集」のページから、各項目

ごとにメールで意見を送ることができます。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/160/784/d00009865.html 

下のいずれかの方法でも意見を出すことができます。 

○FAX 03-5432-3047 

○郵送 

［〒154-8504 世田谷区世田谷 4－21－27 世田谷区政策経営部政策企画課あて］ 

○政策経営部政策企画課 へ持参 

締切締切締切締切はははは 10101010 月月月月 9999 日日日日です。みなさんの意見を区に届けましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

めざす会では陳情を提出し、署名を集めます 

新しい世田谷をめざす会では、「利用者負担の見直し」の撤回を求めて、１０月１２

日の今区議会で陳情を提出し、賛同署名運動を進めます。 

賛同署名の一次締切一次締切一次締切一次締切はははは 10101010 月月月月 27272727 日日日日、、、、二次締切二次締切二次締切二次締切はははは 11111111 月月月月 9999 日日日日です。 

ご協力をお願いいたします。 

 

 

宣伝・署名行動、区議会傍聴にご参加ください 

 広く区民の皆さんに今回の「利用者負担の見直し」と、私たちの陳情についてお知

らせし、賛同署名を集める行動を行います。また、陳情が審査される区議会の各委員

会の傍聴を呼びかけます。ぜひご参加ください。 

 ①１０月２９日（月）午後 4 時～5 時 千歳烏山駅周辺で宣伝・署名行動 

 ②   〃     午後 6 時～7 時 三軒茶屋駅周辺で宣伝・署名行動 

 ③１１月１２日（月）午前７時４５分～８時３０分 世田谷区役所前で宣伝 

④   〃     午前１０時～ 区議会各委員会傍聴 

 


